
(証券コード 1898)
平成28年６月７日

　

株 主 各 位
　

東京都港区芝公園二丁目９番３号

取締役社長 佐 藤 俊 昭
　

第67回定時株主総会招集ご通知
　

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第67回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さい
ますようご案内申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができます
ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討下さいまして、同封の議決権行
使書用紙に賛否をご表示いただき、きたる平成28年６月22日（水曜日）午後６時まで
に到着するように、折りかえしご送付下さいますようお願い申し上げます。

敬具
　

記

1. 日 時 平成28年６月23日（木曜日）午前10時
2. 場 所 東京都港区芝公園二丁目５番20号

メルパルク東京 ５階 ＺＵＩＵＮ（瑞雲）

(会場のフロアが前回と異なりますので、お間違えのないよ
うご注意願います。 )

3. 目 的 事 項
報告事項 1. 第67期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事業

報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および
監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2. 第67期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）計算
書類の内容報告の件

決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役８名選任の件
第３号議案 監査役３名選任の件

以 上
　

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を、会場受付にご提出下さいますようお願
い申し上げます。

◎株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合には、修正後
の事項を当社ウェブサイト(http://www.seikitokyu.co.jp)に掲載させていただきます。

◎本招集ご通知の添付書類に記載された連結計算書類および計算書類は、会計監査人および監査役が監
査した書類の一部であります。連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」および「連結注記表」
ならびに計算書類の「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」につきましては、法令および当
社定款第16条の規定に基づき、当社ウェブサイト(http://www.seikitokyu.co.jp)に掲載することに
よりご提供しておりますので、ご覧いただきますようお願い申し上げます。
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（添付書類）
事 業 報 告

（平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで）

1. 企業集団の現況に関する事項

　(1) 事業の経過およびその成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、政府・日本銀行による政策効果等もあ

り、全体としては緩やかな回復基調を辿ってまいりましたが、新興国・資源国を

中心とした世界経済の減速懸念に加え、年明け以降は円高・株安が急激に進行し、

国内景気の先行き不安が一段と高まるなど、次第に停滞感が強まる展開となりま

した。

　道路建設業界におきましても、民間建設投資は底堅く推移したものの、国・地

方自治体による発注工事が減少傾向に転じ、また、舗装用資材の需要につきまし

ても総じて低迷するなど、依然として予断を許さない事業環境が続きました。

　このような情勢のもと、当社グループでは、計画２年目となる「中期３ヶ年経

営計画」（平成26年４月１日～平成29年３月31日）に基づき、引き続き、収益の源

泉となる工事受注の確保やアスファルト合材などの製品販売に注力するとともに、

市場シェアの拡大に向け、支店組織の再編や再配置、グループとしての事業拠点

の拡充を進めるなど、将来を見据えた経営基盤の強化にも積極的に取り組んでま

いりました。

　その結果、当連結会計年度における当社グループの業績につきましては、受注

高（製品売上高および不動産事業等売上高を含む）は794億41百万円（前連結会計

年度比5.9％増）、売上高は783億50百万円（同16.1％増）、経常利益は62億61百万

円（同39.5％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は56億82百万円（同30.2％

増）となりました。

　部門別の事業の概況は以下のとおりであります。

　

「建設事業」

　建設事業におきましては、地域の需要動向や今後の事業展開を見据えた営業・

施工体制の整備拡充を継続して進めるとともに、技術提案力の強化や環境関連技

術をはじめとする差別化商品の営業展開、さらには原価低減や利益の逸失防止に

向けた諸施策に全社を挙げて取り組み、収益の確保を図ってまいりました。なお、

当社では、平成27年４月、神奈川県で建設業を営む株式会社孝松工務店の全株式

を取得し、同社を完全子会社化いたしました。
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　当連結会計年度の業績につきましては、受注高は592億96百万円（前連結会計年

度比11.4％増）、完成工事高は582億６百万円（同27.5％増）、営業利益は40億97百

万円（同59.1％増）となり、また、当連結会計年度末における次期への繰越工事

高は280億88百万円（同4.0％増）となりました。

　なお、当連結会計年度における主要な受注工事および完成工事は、次のとおり

であります。

　 （主要受注工事）
発 注 者 工 事 名 工事場所

国土交通省東北地方整備局 楢這トンネル舗装工事 福 島 県

東 京 港 埠 頭 株 式 会 社 平成27年度大井埠頭その１・その２間埋立地シャーシープール整備工事 東 京 都

国土交通省関東地方整備局 湾岸道路本牧地区舗装（その１）工事 神 奈 川 県

首都高速道路株式会社 （高負）ＹＫ34工区～ＹＫ43工区他舗装工事 神 奈 川 県

東日本高速道路株式会社 関越自動車道Ｈ27湯沢管内舗装補修工事 新 潟 県

中日本高速道路株式会社 中央自動車道飯田管内舗装補修工事（平成26年度） 長 野 県

西日本高速道路株式会社 名神高速道路京都高速道路事務所管内舗装補修工事 京 都 府

阪神高速道路株式会社 舗装補修工事（27－２－大） 大 阪 府

新関西国際空港株式会社 関西国際空港２期新ターミナル（Ｔ３）地区アクセス道路等整備工事 大 阪 府

国土交通省九州地方整備局 宮崎空港誘導路改良工事 宮 崎 県

　 （主要完成工事）
発 注 者 工 事 名 工事場所

東日本高速道路株式会社 東北自動車道花巻～安代間舗装補修工事 岩 手 県

国土交通省東北地方整備局 矢本地区改良舗装工事 宮 城 県

公立大学法人福島県立医科大学 福島県立医科大学（仮称）新駐車場整備工事 福 島 県

国土交通省関東地方整備局 Ｈ26上尾道路小敷谷地区舗装工事 埼 玉 県

東 京 都 品川区八潮二丁目８番地先から同区八潮二丁目４番地先間配水小管布設替工事 東 京 都

中日本高速道路株式会社 中央自動車道大月管内舗装補修工事（平成25年度） 山 梨 県

国土交通省中部地方整備局 平成26年度１号下之一色地区舗装工事 愛 知 県

阪神高速道路株式会社 舗装補修工事（26－５－神） 兵 庫 県

国土交通省九州地方整備局 福岡３号福岡東地区舗装２工区工事 福 岡 県

国土交通省九州地方整備局 熊本空港誘導路改良外２件工事 熊 本 県

「舗装資材製造販売事業」

　舗装資材製造販売事業におきましては、製品需要が伸び悩むなか、引き続き販

売数量の確保に注力し収益拡大に努めるとともに、リサイクル施設の新設をはじ

め、設備の更新・拡充を計画的に進めるなど、生産効率の向上や環境負荷の低減、

将来に向けた事業基盤の強化にも継続して取り組んでまいりました。

　当連結会計年度の業績につきましては、製品売上高は283億50百万円（前連結会

計年度比6.3％減）、営業利益は43億50百万円（同9.5％増）となりました。
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「不動産事業等」

　当社グループでは、建設事業および舗装資材製造販売事業のほか、不動産事業

等を営んでおり、その他の事業における売上高は５億95百万円（前連結会計年度

比1.6％増）、営業利益は99百万円（同13.3％減）となりました。

　当社の事業の概況は以下のとおりであります。

　当事業年度の業績につきましては、受注高（製品等売上高を含む）は772億99百

万円（前年同期比5.4％増）、売上高は763億38百万円（同15.8％増）、経常利益は

59億56百万円（同40.5％増）、当期純利益は54億67百万円（同31.2％増）となりま

した。

「当社における部門別受注高、売上高および繰越高」

(単位：百万円)

区 分 前期繰越高 当期受注高 当期売上高 次期繰越高

工

事

部

門

アスファルト舗装 18,656 42,660 42,094 19,222

コンクリート舗装 1,083 917 1,312 688

土 木 工 事 等 6,934 13,728 12,938 7,724

計 26,674 57,307 56,345 27,635

製 品 部 門 等 ― 19,992 19,992 ―

合 計 26,674 77,299 76,338 27,635

　(2) 設備投資の状況

　当連結会計年度において実施いたしました設備投資の総額は14億12百万円であ

り、主要な設備投資は次のとおりであります。

「建設事業」

当 社 横浜営業所他 アスファルトフィニッシャ購入

「舗装資材製造販売事業」

当 社 佐野合材工場 リサイクル施設の設備更新

南相馬合材工場 リサイクル施設の新設

　(3) 資金調達の状況

　特記すべき資金調達は行っておりません。
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　(4) 対処すべき課題

　今後の経済情勢につきましては、政府の経済対策等による効果を下支えに、引

き続き回復に向かうことが期待されますが、不透明さを増す海外経済の状況や為

替市場の動向に対する警戒感から企業心理が悪化するなど、景気の先行きには慎

重な見方が広がっております。

　道路建設業界におきましては、防災・減災事業や東京オリンピック・パラリン

ピック開催に向けたインフラ整備等により、ここ数年は底堅い需要が見込まれて

おりますが、一方では、資機材や技能労働者等の需給逼迫、建設コストの上昇を

はじめ多くの懸念材料が存在しており、また、国・地方の財政状況等から長期的

には公共事業費の漸減傾向が想定されるなか、将来にわたり、安定的・継続的に

収益を確保していくためには、事業環境の変化に対する十分な備えと迅速かつ的

確な対応が必要不可欠であると認識しております。

　このような状況のなか、当社グループでは、引き続き「中期３ヶ年経営計画」

に基づき、これまで実行してきた収益力の向上と財務体質改善に向けた取り組み

をさらに深化させるとともに、「成長基盤の構築に向けた事業構造の改革と経営基

盤のさらなる強化」に努め、ステークホルダーの皆様から「選ばれ続ける企業へ」

の変革を推し進めてまいります。

　また、安全・品質の確保や環境保全、コンプライアンスに対する取り組みをよ

り一層強化するなど、「豊かな地域社会づくりに貢献する生活基盤創造企業」とし

ての責務を誠実に果たし、社会からの信頼に応え、企業価値の向上に邁進してま

いる所存であります。

　なお、当社は、独占禁止法違反の疑いがあるとして公正取引委員会による立入

検査および東京地方検察庁による強制捜査を受けており、また、東日本高速道路

株式会社東北支社が発注する東日本大震災に係る舗装災害復旧工事の入札に関す

る独占禁止法違反行為について、公正取引委員会に対し、課徴金減免制度の適用

を申請いたしております。当社では、このたびの事態を厳粛に受け止め、取締役

会において違法行為の徹底排除につきあらためて決議し、法令順守に向けた様々

な施策を推進しておりますが、引き続き、違反行為の再発防止はもとよりコンプ

ライアンス体制のさらなる強化に全社を挙げて取り組み、信頼の回復に努めてま

いります。

　株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご理解とご支援を賜りますよう

お願い申し上げます。

　
(注) 当連結会計年度において当社が受けた立入検査等の概要は次のとおりであります。

(1) 平成28年１月21日、東日本高速道路株式会社東北支社が発注する東日本大震災に係る舗装災
害復旧工事の入札に関し、独占禁止法違反の疑いがあるとして、公正取引委員会による立入
検査および東京地方検察庁による強制捜査を受けました。

(2) 平成28年３月24日、東日本高速道路株式会社関東支社が発注する東日本大震災に係る舗装災
害復旧工事の入札に関し、独占禁止法違反の疑いがあるとして、公正取引委員会による立入
検査を受けました。
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　(5) 財産および損益の状況の推移

区 分
第64期

(平成25年３月期)
第65期

(平成26年３月期)
第66期

(平成27年３月期)
第67期(当連結会計年度)
(平成28年３月期)

受 注 高 68,900百万円 77,818百万円 75,010百万円 79,441百万円

売 上 高 75,602百万円 76,188百万円 67,469百万円 78,350百万円

経 常 利 益 3,551百万円 4,730百万円 4,487百万円 6,261百万円

親 会 社 株 主 に 帰 属
す る 当 期 純 利 益

3,705百万円 3,793百万円 4,365百万円 5,682百万円

１株当たり当期純利益 19円36銭 95円48銭 108円13銭 140円78銭

総 資 産 48,106百万円 50,809百万円 56,079百万円 57,544百万円

純 資 産 11,344百万円 12,791百万円 17,083百万円 21,231百万円

(注) 1. 平成26年10月１日付で、普通株式５株を１株とする株式併合を行ったため、第65期の期首
に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益を算定しております。

2. 第64期においては、受注高は前年の実績をわずかに下回りましたものの、前期からの繰越
工事の大幅な増加や、大型工事の相次ぐ完成などにより、前年に続き増収増益となりまし
た。

3. 第65期においては、緊急経済対策関連事業の執行等により公共工事の発注が堅調に推移す
るなか、受注高は大幅に増加し、また、完成工事高は大型工事の完成が相次いだ前年との
比較では減少したものの、全体としては売上高も増加となり、前年に引き続き増収増益を
確保いたしました。

4. 第66期においては、期首の手持工事高が高水準であったことや、次期への繰越工事高が大
幅に増加したことなどから、受注高、売上高および経常利益はいずれも前年実績を下回り
ましたが、前期に事務所移転計画等に伴う減損損失を計上していた関係で、親会社株主に
帰属する当期純利益については、増加となりました。

5. 第67期（当連結会計年度）においては、前記「(1) 事業の経過およびその成果」に記載の
とおりであります。

　

　(6) 重要な親会社および子会社の状況

　 ① 親会社との関係

　 該当事項はありません。

　 ② 重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

百万円 ％

新 世 紀 工 業 株 式 会 社 49 100.00 舗装用資材の製造販売、舗装・土木工事の請負

エ ス テ ィ 建 材 株 式 会 社 20 100.00 産業廃棄物の処理、舗装・土木工事の請負

エス・ティ・サービス株式会社 50 100.00 自 動 車 等 の 賃 貸 お よ び 販 売

(注) 当社の連結子会社は上記の重要な子会社３社を含め７社であります。
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　(7) 主要な事業内容（平成28年３月31日現在）

　当社グループは、建設事業および舗装資材製造販売事業を主要な事業内容とし

ており、東急グループの一員として建設事業の分野を担っております。

　当社は、建設業法により特定建設業者「(特－24）第1962号」として国土交通大

臣許可を受け、舗装工事、土木工事および水利工事などを行っております。また、

アスファルト合材などの製造および販売ならびにこれらに関連する事業を行うほ

か、宅地建物取引業法により宅地建物取引業者「(3）第83097号」として東京都知

事免許を受け、不動産に関する事業を行っております。

　

　(8) 主要な営業所および工場（平成28年３月31日現在）

　 ① 当社の主要な営業所および工場

本 店：東京都港区芝公園二丁目９番３号

支 店：北海道支店(北 海 道） 関 東 支 店(東 京 都）

東 北 支 店(宮 城 県） 北関東支店(埼 玉 県）

北 陸 支 店(新 潟 県） 東関東支店(千 葉 県）

名古屋支店(愛 知 県） 東 京 支 店(東 京 都）

関 西 支 店(大 阪 府） 横 浜 支 店(神奈川県）

中四国支店(広 島 県） 関東製販事業部(東 京 都）

九 州 支 店(福 岡 県）

営 業 所 等：（63ヵ所)

技 術 研 究 所：（栃木県)

試 験 所：（７ヵ所）

機材センター：（栃木県)

合材混合所等：（48ヵ所)
　

　 ② 重要な子会社

新 世 紀 工 業 株 式 会 社 (奈 良 県）

エ ス テ ィ 建 材 株 式 会 社 (福 岡 県）

エス・ティ・サービス株式会社 (東 京 都）
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　(9) 従業員の状況（平成28年３月31日現在）

　 ① 企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

863名 38名増

　 ② 当社の従業員の状況

従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

819名 17名増 43.0歳 17.3年

(10) 主要な借入先（平成28年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額

百万円

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 750

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 712

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 620

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 信 託 銀 行 株 式 会 社 243
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2. 会社の株式に関する事項（平成28年３月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 150,000,000株

(2) 発行済株式の総数 40,414,407株

(3) 株 主 数 9,950名 (前事業年度末比 1,793名減)

　(4) 大 株 主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

千株 ％

東 急 建 設 株 式 会 社 8,931 22.13

東 京 急 行 電 鉄 株 式 会 社 1,533 3.80

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1,486 3.68

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 636 1.58

三 菱 商 事 株 式 会 社 600 1.49

岩 崎 泰 次 586 1.45

斉 丸 千 代 488 1.21

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー ５０５０４４ 484 1.20

ユナイテッド ネーションズ, フォー ザ ユナイテッド ネーションズ ジョイント スタッフ ペンション ファンド ア ユーエヌ オーガン 483 1.20

世 紀 東 急 工 業 従 業 員 持 株 会 466 1.16

(注) 持株比率につきましては、自己株式（47,382株）を控除して算出しております。
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3. 会社役員に関する事項

　(1) 取締役および監査役の氏名等（平成28年３月31日現在）

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代表取締役社長 佐 藤 俊 昭 社長執行役員

代 表 取 締 役 齋 藤　一 彦 専務執行役員 事業推進本部長

取 締 役 古 川 司 常務執行役員 管理本部長兼経営企画部長

取 締 役 佐々木 正 博 常務執行役員 事業推進本部副本部長兼製品事業部長

取 締 役 平 本 公 男 常務執行役員 事業推進本部副本部長兼工務部長

取 締 役 飯 塚 恒 生 東急建設株式会社代表取締役社長
一般社団法人東京建設業協会会長

取 締 役 濵 名 節 東京急行電鉄株式会社取締役執行役員

常 勤 監 査 役 菊 地 隆

常 勤 監 査 役 鈴 木 高 志

監 査 役 岩 田 哲 夫 大日本塗料株式会社取締役（社外取締役）
東急建設株式会社監査役（社外監査役）

監 査 役 金 井 健 至 東急建設株式会社常勤監査役

監 査 役 前 野 淳 禎 東急建設株式会社常勤監査役

(注) 1. 取締役 飯塚恒生、濵名 節の両氏は、社外取締役であります。
2. 監査役 鈴木高志、岩田哲夫、金井健至、前野淳禎の各氏は、社外監査役であります。
3. 重要な兼職先に該当する法人等と当社との関係は次のとおりであります。
(1) 東急建設株式会社は、平成28年３月31日現在、当社の普通株式を8,931千株保有いたして

おります。なお、同社と当社との間には工事の請負等の取引があります。
(2) 東京急行電鉄株式会社は、平成28年３月31日現在、当社の普通株式を1,533千株保有いた

しております。なお、同社と当社との間には工事の請負等の取引があります。
(3) 大日本塗料株式会社と当社との間には、特別な関係はありません。

4. 常勤監査役 菊地 隆氏は、当社管理部門における長年の実務経験に加え、当社および子会
社の監査役として豊富な経験を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有してお
ります。

5. 平成28年４月１日付をもって、取締役の担当を次のとおり変更いたしました。
取締役 平本公男 常務執行役員 事業推進本部副本部長

6. 当社は取締役 濵名 節、監査役 岩田哲夫の両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づ
く独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

7. 当社は執行役員制度を導入いたしております。なお、平成28年４月１日現在における取締
役兼務者以外の執行役員は次のとおりであります。

常 務 執 行 役 員 平 喜一、東 茂人

執 行 役 員 大島好人、打越 誠、渕上彰恭、山田正人、岩﨑 力、

北川 八、外村浩次、内藤 真
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　(2) 責任限定契約の内容の概要

　当社は社外役員全員との間に会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契

約を締結しており、当該契約に基づく責任限度額は、法令が規定する額といたし

ております。

　(3) 当事業年度にかかる取締役および監査役の報酬等の額

区 分 支給人員 支 給 額 摘 要

取 締 役 ５名 105百万円 (うち社外取締役 ―名 ―百万円)

監 査 役 ３名 23百万円 (うち社外監査役 ２名 12百万円)

合 計 ８名 128百万円 (うち社外役員 ２名 12百万円)

(注) 1. 当事業年度末現在の人員数は取締役７名（うち社外取締役２名)、監査役５名 (うち社外監
査役４名）であります。なお、上記の支給人員との相違は、無報酬の取締役２名（うち社
外取締役２名）、監査役２名（うち社外監査役２名）がそれぞれ在任していることによるも
のであります。

2. 平成18年６月29日開催の第57回定時株主総会において、取締役（使用人兼務取締役の使用
人分給与は含まない）の報酬限度額は年額３億24百万円以内、監査役の報酬限度額は年額
60百万円以内とそれぞれ決議いただいております。
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　(4) 社外役員に関する事項

　 ① 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該法人等との関係

　他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該法人等との関係につきまし

ては「(1) 取締役および監査役の氏名等」に記載のとおりであります。

　 ② 当事業年度における主な活動状況

　社外取締役および社外監査役の各氏は、取締役会または監査役会において、

それぞれその豊富な経験と幅広い知見に基づき、経営全般にわたる事項につき

意見表明を行うほか、監査結果の意見交換や監査に関する重要事項について協

議を行うなど、必要に応じ適宜発言をいたしております。

　なお、当事業年度における取締役会および監査役会への出席状況は次のとお

りであります。

区 分 氏 名 取締役会 監査役会

取 締 役 飯 塚 恒 生 14回出席／14回開催 ―

取 締 役 濵 名 節 13回出席／14回開催 ―

常勤監査役 鈴 木 高 志 14回出席／14回開催 ５回出席／５回開催

監 査 役 岩 田 哲 夫 13回出席／14回開催 ４回出席／５回開催

監 査 役 金 井 健 至 14回出席／14回開催 ５回出席／５回開催

監 査 役 前 野 淳 禎 14回出席／14回開催 ５回出席／５回開催

(注) 当社は、「1. (4) 対処すべき課題」に記載のとおり、東日本高速道路株式会社東北支社発注の
東日本大震災に係る舗装災害復旧工事の入札に関する独占禁止法違反行為について、公正取引
委員会に対し、課徴金減免制度の適用を申請いたしております。社外取締役および社外監査役
の各氏は、当該申請前にはその事実を認識しておりませんでしたが、日頃から取締役会等にお
いて法令順守の徹底について適宜発言をいたしておりました。また、本件事実の認識後は、会
社のとるべき方針や措置について助言を行うとともに、違反行為の排除および再発防止に向け
た取り組みにつきましても適時意見表明をいたしております。
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4. 会計監査人の状況

　(1) 会計監査人の名称
　新日本有限責任監査法人

　

　(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
　 ① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額

　51百万円
　

　 ② 当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額
　52百万円
(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引

法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておりませんので、上記金額には金融商品
取引法に基づく監査の報酬等の額を含めて記載しております。

2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況および報酬見積の算出根
拠等を確認し、報酬額の妥当性について検討した結果、当事業年度に係る会計監査
人の報酬等につき会社法第399条第１項の同意を行っております。

　

　(3) 非監査業務の内容
　英文財務諸表監査

　

　(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判
断した場合は、会計監査人の解任または不再任にかかる株主総会提出議案の内容
を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。
　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当
すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたしま
す。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会
におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
　

　(5) 会計監査人が受けた過去２年間の業務停止処分
金融庁が平成27年12月22日付で発表した懲戒処分の内容の概要

　 ① 処分の対象者
　新日本有限責任監査法人

　

　 ② 処分の内容
　契約の新規の締結に関する業務の停止 ３月
　（平成28年１月１日から同年３月31日まで）

　

　 ③ 処分理由
1. 監査法人の公認会計士が相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類

を重大な虚偽のないものとして証明した。
2. 監査法人の運営が著しく不当と認められた。
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5. 業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

「業務の適正を確保するための体制」

　当社の取締役会における業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）

の整備に関する決議の内容の概要は次のとおりであります。

　

(1) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保する

ための体制

①法令順守はもとより企業倫理や環境問題等をはじめとする社会的責任に基づい

た企業行動の徹底を図るため、「世紀東急工業グループコンプライアンス行動規

範」を策定し、その周知に努めるとともに、必要に応じて見直しを行う。

②法令等順守に係る問題を一元的に管理するコンプライアンス担当部門を設置す

るとともに、各部門にコンプライアンス推進責任者を配置し、法令等順守の体

制を構築する。

③コンプライアンス担当部門にコンプライアンス相談窓口を設置し、法令等に違

反する行為に関する相談または通報を、当社およびグループ会社の従業員等か

ら直接受け付け、違反行為の未然防止、早期発見と是正を図る。なお、相談ま

たは通報された内容および調査結果等については、経営会議および取締役会に

報告する。

④独占禁止法違反行為を断固排除するため、独占禁止法順守マニュアルを適宜改

定するとともに、違反者への厳格な社内処分の実施、独占禁止法違反に特化し

た相談窓口の設置、教育・研修の徹底、適切な人事ローテーション、内部監査

など、社内体制を整備する。

⑤市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切の関係

を持たず、また、不当要求に対しては毅然とした態度で組織的に対応する。

⑥内部監査部門は、法令等順守状況に関する監査を実施し、その結果を経営会議

および取締役会に報告する。

　

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る文書ならびにその他の情報は、社内規程を整備し、

適切に保存および管理を行う。

　

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①リスクの顕在化の防止およびリスクが顕在化した場合の損失の最小化を図るこ

とを目的として、当社およびグループ会社を対象とする社内規程を整備し、リ

スク管理体制等、リスク管理に関する基本的事項を定め、周知徹底を図る。

②大規模災害等による被害や損失の最小化を図るため、事業継続計画を策定し、

緊急事態発生時の対応等に関する基本的事項を定め、周知徹底を図る。

③内部監査部門は、リスク管理状況に関する監査を実施し、その結果を経営会議

および取締役会に報告する。
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(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①執行役員制度を導入することにより、経営の意思決定・監督と業務執行の機能

を明確に分離し、また、取締役会において各執行役員の業務分担を決議すると

ともに、執行役員および使用人の職務と権限を定めた社内規程を整備すること

により、権限と責任の所在を明確にする。

②代表取締役社長の諮問機関として、執行役員等で構成する経営会議を設置し、

経営に関する重要事項について審議および報告することにより、迅速かつ慎重

な意思決定を行うとともに、業務執行の状況を監督する。

③中期または各年度の事業計画を策定するとともに、経営会議および取締役会に

おいて、定期的に各事業部門における進捗状況を確認、評価し、また必要に応

じて見直しを行う。

④重要な情報が識別され、適切に経営層に報告されるための、また、指示事項が

組織全体に確実に伝達されるための仕組みを整備・運用する。

　

(5) 企業集団における業務の適正を確保するための体制

①「東急グループコンプライアンス指針」ならびに「世紀東急工業グループコン

プライアンス行動規範」等に基づき、コンプライアンスを含めたＣＳＲ活動を

一体的に推進するとともに、ブランド価値の維持・向上に努める。

②財務報告の適正性を確保するため、当社およびグループ会社を対象とした内部

統制システムを整備・運用する。なお、当社およびグループ会社の取締役は、

適正な財務報告書を作成することが社会的信用の維持・向上のためにきわめて

重要であることを認識するとともに、全役職員に対し、あらゆる機会を捉え周

知徹底を図る。

③グループ会社ごとに所管部署を定め、各社の業務運営に対し、定期的に所管部

門によるモニタリングを実施する。また、内部監査部門は、グループ会社に関

する監査を実施し、その結果を経営会議および取締役会に報告する。

　

(6) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項

①監査役の職務を補助すべく、コンプライアンス担当部門の所属員は、必要に応

じ、監査役の指示に基づきその職務を行うこととする。

②補助すべき使用人の取締役からの独立性を高めるため、当該所属員の異動につ

いては、あらかじめ監査役に報告し、その意見を徴することとする。

③補助すべき使用人への指示の実効性を高めるため、社内規程を整備し、監査役

の職務の補助が、当該所属員の職務であることを明確にする。
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(7) 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に

関する体制

①重要な意思決定の過程ならびに業務の執行状況の把握に資するため、取締役会

およびその他重要な社内会議への監査役の出席の機会を確保する。また、重要

リスクについて監査役に報告するとともに、リスク管理の状況について監査役

と協議することとする。

②内部監査に関し、適宜、監査結果の報告等を行い、監査役と内部監査部門との

緊密な連携を保つこととする。

③監査役が実施するヒアリングおよび往査において、各部門長、グループ会社の

取締役および監査役、ならびに各グループ会社の所管部門の長は、必要な報

告・情報を提供するとともに、必要に応じて意見の交換を行う。

④監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、当社およ

びグループ会社の役職員は速やかに適切な報告を行う。また、監査役に報告を

行った役職員に対し、監査役への報告を理由として不利な取扱いを行うことを

禁止し、その旨を周知する。

　

(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①代表取締役社長と監査役は、定期的に会合を行い、監査役監査の環境整備およ

び監査上の重要な課題等について意見および情報を交換する。

②監査役と会計監査人は、定期的な連絡会等を行い、会計監査の実施状況等につ

いて意見および情報を交換する。

③各事業年度の予算編成において、監査役の職務執行に係る費用として合理性が

認められる範囲で必要な予算を確保する。

④監査役がその必要性を認識し、外部の専門機関に意見、指導、助言等を求めた

場合、これが監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速や

かにその費用または債務を処理する。

　

「業務の適正を確保するための体制の運用状況」

　当社の当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は

次のとおりであります。

　

(1) コンプライアンスおよびリスク管理

当社では、独占禁止法違反行為に関し課徴金減免制度の適用を申請するに至っ

た事態を厳粛に受け止め、あらためて違法行為の徹底排除につき取締役会で決議

するとともに、違反行為の排除にかかる内容を、内部統制システムの整備に関す

る事項として追加いたしました。また、具体的取り組みとして、取締役社長を委

員長とするリスク管理委員会を中心に、外部専門家の助言・協力を得ながら、独

占禁止法違反に特化した相談窓口の設置、教育・研修の充実等、再発防止策を策

定・遂行しており、引き続きコンプライアンス体制の強化・意識の浸透に向け、

各施策に取り組んでまいります。
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なお、当社グループのコンプライアンスおよびリスク管理の状況全般について

は、コンプライアンス相談窓口の運用や内部監査の実施等により実効性の確保を

図っており、経営会議および取締役会において、年２回、これらの結果につき報

告いたしております。

　

(2) 取締役の職務執行

当社では、取締役会を原則として月１回または２回開催し、法令および定款に

定める事項や経営に関する重要事項について決定するほか、業務執行の状況につ

いて報告し、取締役の職務執行について監督を行っております。なお、当事業年

度において取締役会は14回開催され、取締役全員が概ねすべての回に出席いたし

ております。

また、取締役の職務の執行が効率的に行われるよう、定期的に経営会議を開催

するとともに、取締役会において業務執行取締役および執行役員の業務分担を定

め、社内規程に基づき適切に業務を遂行しております。

　

(3) グループ会社管理体制

当社およびグループ会社の役職員を対象とする「世紀東急工業グループコンプ

ライアンス行動規範」を制定するほか、グループ会社についても内部通報制度や

内部監査の対象に含めることにより、コンプライアンスへの取り組みを一体的に

推進しております。

また、各グループ会社の所管部署を定めるとともに当該部署の職員が、各社の

取締役または監査役を兼務することにより、各社の経営・業務に対するモニタリ

ング機能の実効性を高めております。

　

(4) 監査役の監査体制

当社では、監査役全員が、概ねすべての取締役会に出席しており、また、常勤

監査役は、取締役会のほか経営会議をはじめとする社内の重要な会議に出席し、

監査に必要な情報の把握に努めております。

また、監査役は、代表取締役社長との定期的な会合、会計監査人および内部監

査部門との連絡会等の機会を通じ、それぞれ、意見交換や情報共有を行っており

ます。

なお、監査役会では、重要事象にかかる対応について、会社の委託先とは異な

る外部の専門家から、監査役会として独自に必要な指導や助言等を得ております。

　

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

(注) 記載金額および株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
(平成28年３月31日現在)

科 目 金 額 科 目 金 額

百万円 百万円

(資 産 の 部) (負 債 の 部)

流 動 資 産

現 金 預 金

受取手形・完成工事未収入金等

未 成 工 事 支 出 金

材 料 貯 蔵 品

短 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 ・ 構 築 物

機械・運搬具・工具器具備品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

破 産 更 生 債 権 等

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

41,232

8,482

20,789

7,615

280

11

1,008

3,050

△3

16,311

15,260

1,823

2,665

10,767

3

109

941

250

688

372

310

△679

流 動 負 債 29,361

支払手形・工事未払金等 20,209

短 期 借 入 金 1,008

未 払 法 人 税 等 645

未 成 工 事 受 入 金 4,571

完成工事補償引当金 72

工 事 損 失 引 当 金 244

賞 与 引 当 金 1,132

そ の 他 1,476

固 定 負 債 6,952

長 期 借 入 金 1,500

退職給付に係る負債 5,031

そ の 他 420

負 債 合 計 36,313

(純 資 産 の 部)

株 主 資 本 22,903

資 本 金 2,000

資 本 剰 余 金 500

利 益 剰 余 金 20,426

自 己 株 式 △23

その他の包括利益累計額 △1,671

その他有価証券評価差額金 12

退職給付に係る調整累計額 △1,684

純 資 産 合 計 21,231

資 産 合 計 57,544 負債純資産合計 57,544

(注) 金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

（平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで）

科 目 金 額

百万円 百万円

売 上 高

完 成 工 事 高 58,206

製 品 売 上 高 20,046

不 動 産 事 業 等 売 上 高 97 78,350

売 上 原 価

完 成 工 事 原 価 52,695

製 品 売 上 原 価 15,370

不 動 産 事 業 等 売 上 原 価 71 68,138

売 上 総 利 益

完 成 工 事 総 利 益 5,510

製 品 売 上 総 利 益 4,675

不 動 産 事 業 等 総 利 益 25 10,212

販売費及び一般管理費 3,920

営 業 利 益 6,291

営 業 外 収 益

受 取 利 息 1

受 取 配 当 金 6

受 取 賃 貸 料 20

そ の 他 14 42

営 業 外 費 用

支 払 利 息 29

支 払 保 証 料 15

手 形 流 動 化 手 数 料 11

そ の 他 17 72

経 常 利 益 6,261

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 1

負 の の れ ん 発 生 益 5

受 取 補 償 金 30 37

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 0

固 定 資 産 除 却 損 25

違 約 金 338 363

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 5,935

法人税、住民税及び事業税 733

法 人 税 等 調 整 額 △480 252

当 期 純 利 益 5,682

親会社株主に帰属する当期純利益 5,682

(注) 金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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貸 借 対 照 表
(平成28年３月31日現在)

科 目 金 額 科 目 金 額
百万円 百万円

(資 産 の 部) (負 債 の 部)

流 動 資 産

現 金 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

完成工事未収入金

売 掛 金

販 売 用 不 動 産

未 成 工 事 支 出 金

材 料 貯 蔵 品

短 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

未 収 入 金

信 託 受 益 権

ファクタリング債権

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 ・ 構 築 物

機 械 ・ 運 搬 具

工 具 器 具 ・ 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

破 産 更 生 債 権 等

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

40,788

8,294

626

934

12,440

6,597

0

7,549

278

11

955

1,484

450

1,039

129

△3

16,053

14,705

1,821

2,057

104

10,718

2

65

1,282

243

306

42

688

372

330

△701

流 動 負 債 29,882

支 払 手 形 7,994

工 事 未 払 金 8,708

買 掛 金 3,343

短 期 借 入 金 1,898

未 払 法 人 税 等 616

未 成 工 事 受 入 金 4,461

完成工事補償引当金 72

工 事 損 失 引 当 金 244

賞 与 引 当 金 1,099

営 業 外 支 払 手 形 52

そ の 他 1,392

固 定 負 債 5,260

長 期 借 入 金 1,500

退 職 給 付 引 当 金 3,340

そ の 他 420

負 債 合 計 35,143

(純 資 産 の 部)

株 主 資 本 21,687

資 本 金 2,000

資 本 剰 余 金 500

資 本 準 備 金 500

その他資本剰余金 0

利 益 剰 余 金 19,210

その他利益剰余金 19,210

繰 越 利 益 剰 余 金 19,210

自 己 株 式 △23

評価・換算差額等 12

その他有価証券評価差額金 12

純 資 産 合 計 21,699

資 産 合 計 56,842 負債純資産合計 56,842

(注) 金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書

（平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで）

科 目 金 額
百万円 百万円

売 上 高

完 成 工 事 高 56,345

製 品 売 上 高 19,992 76,338

売 上 原 価

完 成 工 事 原 価 51,368

製 品 売 上 原 価 15,325 66,693

売 上 総 利 益

完 成 工 事 総 利 益 4,977

製 品 売 上 総 利 益 4,666 9,644

販売費及び一般管理費 3,666

営 業 利 益 5,978

営 業 外 収 益

受 取 利 息 1

受 取 配 当 金 6

受 取 賃 貸 料 23

業 務 委 託 料 6

そ の 他 12 49

営 業 外 費 用

支 払 利 息 29

支 払 保 証 料 14

手 形 流 動 化 手 数 料 11

そ の 他 17 72

経 常 利 益 5,956

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 1

受 取 補 償 金 30 31

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 0

固 定 資 産 除 却 損 25

違 約 金 338 363

税 引 前 当 期 純 利 益 5,625

法人税、住民税及び事業税 628

法 人 税 等 調 整 額 △469 158

当 期 純 利 益 5,467

(注) 金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成28年５月20日

世紀東急工業株式会社

　取 締 役 会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 川 井 克 之 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 片 桐 春 美 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、世紀東急工業株式会社の平成27年
４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対
照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚
偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制
を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ
れに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有
効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関
連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法
並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討
することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、世紀東急工業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結
計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示している
ものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成28年５月20日

世紀東急工業株式会社

　取 締 役 会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 川 井 克 之 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 片 桐 春 美 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、世紀東急工業株式会社の平
成27年４月１日から平成28年３月31日までの第67期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監
査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬
による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経
営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及
びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般
に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に
計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す
るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計
算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と
認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産
及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本
　

監 査 報 告 書
　当監査役会は、平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第67期事業年度の取締役の職務の
執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議のうえ、本監査報告書を作成し、以
下のとおり報告いたします。
1. 監査役および監査役会の監査の方法およびその内容
　(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、法令順守の一層の徹底および内部統制の強

化・充実の確認を特に重要な監査項目として設定し、各監査役から監査の実施状況および結
果について報告を受けるほか、取締役等および会計監査人からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

　(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従
い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環
境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事
業所において業務および財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社
の取締役および監査役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業
の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保する
ための体制その他株式会社およびその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するため
に必要なものとして会社法施行規則第100条第１項および第３項に定める体制の整備に関す
る取締役会決議の内容および当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）に
ついて、取締役および使用人等からその構築および運用の状況について定期的に報告を受
け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証す
るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体
制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年
10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求
めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表）およびその附属明細書ならびに連
結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書および連結注記表）
について検討いたしました。

2. 監査の結果
　(1) 事業報告等の監査結果

①事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認
められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統
制システムに関する事業報告の記載内容および取締役の職務の執行についても、指摘すべき
事項は認められません。
なお、事業報告に記載のとおり、当社は独占禁止法違反の疑いがあるとして公正取引委員会
による立入検査および東京地方検察庁による強制捜査を受けており、また、東日本高速道路
株式会社東北支社が発注する東日本大震災に係る舗装災害復旧工事の入札に関する独占禁止
法違反行為について、公正取引委員会に対し、課徴金減免制度の適用を申請いたしておりま
す。監査役会といたしましては、独占禁止法を含むコンプライアンスの徹底と再発防止に向
けた諸施策が実施されていることを確認しており、引き続きこれらの取り組み状況について
監視・検証してまいります。

　(2) 計算書類およびその附属明細書の監査結果
　 会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。
　(3) 連結計算書類の監査結果
　 会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。
　平成28年５月23日

世紀東急工業株式会社 監査役会
常勤監査役 菊 地 隆 ㊞
常勤監査役（社外監査役） 鈴 木 高 志 ㊞
監 査 役（社外監査役） 岩 田 哲 夫 ㊞
監 査 役（社外監査役） 金 井 健 至 ㊞
監 査 役（社外監査役） 前 野 淳 禎 ㊞

　

以 上
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株主総会参考書類

　議案および参考事項

　 第１号議案　剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

当社は、持続的成長に向けた経営基盤の強化および収益力の維持・向上を

図りつつ、当期の業績、財務内容、今後の経営環境等を総合的に勘案しなが

ら、安定的、継続的な株主還元に努めることを基本方針としております。

この方針に基づき検討いたしました結果、当期の期末配当につきましては、

次のとおりといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき 金17円（普通配当10円、特別配当７円）

総額 686,239,425円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年６月24日
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　 第２号議案　取締役８名選任の件

　現在の取締役全員（７名）は、今回の定時株主総会終結の時をもって任期満

了となります。つきましては、経営監督機能強化の観点から社外取締役を１名

増員し、取締役８名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略 歴、 地 位、 担 当 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況

１

さ と う と し あ き

佐 藤 俊 昭

(昭和25年５月13日生)

再任

在任年数（本総会終結時)

12年

取締役会への出席状況

14回／14回（100.0％)

所有する当社の株式の数

6,800株

昭和49年４月 東急道路㈱入社
平成10年４月 当社経理部長

平成16年６月 当社取締役

平成21年６月 当社執行役員

平成22年４月 当社常務執行役員

平成24年４月 当社取締役社長（現）

平成24年４月 当社社長執行役員（現）

≪取締役候補者とした理由≫

入社以来、主に管理部門に従事するほか、当社代表取締役社
長としての豊富な経験と経営全般にわたる幅広い知見を有し
ており、これらの経験、知識を活かし、今後とも当社経営を
担うことが期待されることから、引き続き取締役として選任
をお願いするものであります。

２

さ い と う か ず ひ こ

齋 藤 　 一 彦

(昭和26年10月31日生)

再任

在任年数（本総会終結時)

7年

取締役会への出席状況

14回／14回（100.0％)

所有する当社の株式の数

4,900株

昭和49年４月 東急道路㈱入社
平成19年６月 当社事業推進本部事業推進部長

平成21年６月 当社取締役（現）

平成21年６月 当社執行役員

平成22年４月 当社常務執行役員

平成24年４月 当社専務執行役員（現）

平成24年４月 当社事業推進本部長 (現)

≪取締役候補者とした理由≫

入社以来、主に営業部門、管理部門に従事し、当社の事業運
営全般について豊富な経験と幅広い知見を有しており、現在
は、専務執行役員として当社の事業部門全体を統括しており
ます。また、平成21年６月以降は、取締役として、経営に関
する重要事項の決定および業務執行の監督等の役割を適切に
果たしており、今後ともその任を担うことが期待されること
から、引き続き選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略 歴、 地 位、 担 当 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況

３

ふ る か わ つ か さ

古 川 司

(昭和33年２月７日生)

再任

在任年数（本総会終結時)

4年

取締役会への出席状況

14回／14回（100.0％)

所有する当社の株式の数

4,100株

昭和55年４月 東急道路㈱入社
平成20年４月 当社財務部長

平成23年４月 当社執行役員

平成24年４月 当社管理本部長兼経営企画部長（現）

平成24年６月 当社取締役（現）

平成26年４月 当社常務執行役員（現）

≪取締役候補者とした理由≫

入社以来、主に経営企画、財務部門に従事し、当社の事業運
営全般について豊富な経験と幅広い知見を有しており、現在
は、常務執行役員として当社の管理部門を統括しております。
また、平成24年６月以降は、取締役として、経営に関する重
要事項の決定および業務執行の監督等の役割を適切に果たし
ており、今後ともその任を担うことが期待されることから、
引き続き選任をお願いするものであります。

４

さ さ き ま さ ひ ろ

佐 々 木 正 博

(昭和33年11月１日生)

再任

在任年数（本総会終結時)

4年

取締役会への出席状況

14回／14回（100.0％)

所有する当社の株式の数

1,300株

昭和58年４月 当社入社
平成23年４月 当社執行役員

平成23年４月 当社事業推進本部製品事業部長（現）

平成24年４月 当社事業推進本部副本部長（現）

平成24年６月 当社取締役（現）

平成26年４月 当社常務執行役員（現）

≪取締役候補者とした理由≫

入社以来、主に従事してきた製品部門の事業運営について豊
富な経験と幅広い知見を有しており、現在は、常務執行役員
として当社の製品事業を統括しております。また、平成24年
６月以降は、取締役として、経営に関する重要事項の決定お
よび業務執行の監督等の役割を適切に果たしており、今後と
もその任を担うことが期待されることから、引き続き選任を
お願いするものであります。

５

ひ ら も と き み お

平 本 公 男

(昭和30年４月20日生)

再任

在任年数（本総会終結時)

4年

取締役会への出席状況

12回／14回（85.7％)

所有する当社の株式の数

7,610株

昭和53年４月 当社入社
平成21年10月 当社事業推進本部工務部長

平成24年４月 当社執行役員

平成24年４月 当社事業推進本部副本部長（現）

平成24年６月 当社取締役（現）

平成26年４月 当社常務執行役員（現）

≪取締役候補者とした理由≫

入社以来、主に従事してきた工事部門の事業運営について豊
富な経験と幅広い知見を有しており、現在は、常務執行役員
として当社の建設事業を統括しております。また、平成24年
６月以降は、取締役として、経営に関する重要事項の決定お
よび業務執行の監督等の役割を適切に果たしており、今後と
もその任を担うことが期待されることから、引き続き選任を
お願いするものであります。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略 歴、 地 位、 担 当 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況

６

い い づ か つ ね お

飯 塚 恒 生

(昭和23年８月５日生)

再任

社外取締役候補者

在任年数（本総会終結時)

6年

取締役会への出席状況

14回／14回（100.0％)

所有する当社の株式の数

0株

昭和46年４月 東急建設㈱入社
平成16年６月 同社常務執行役員

平成18年６月 同社取締役兼常務執行役員

平成21年６月 同社取締役兼専務執行役員

平成22年４月 同社取締役社長（現）

平成22年６月 当社取締役（現）

［重要な兼職の状況］

　東急建設株式会社代表取締役社長

　一般社団法人東京建設業協会会長

≪社外取締役候補者とした理由≫

東急建設㈱の代表取締役社長に就任されており、建設業界に
おける豊富な経験と幅広い知見に基づき、今後とも当社の業
務執行を適切に監督いただくほか、経営全般にわたり有益な
指導・助言をいただけるものと判断し、引き続き社外取締役
として選任をお願いするものであります。
なお、東急建設㈱と当社の間には工事の請負等の取引があり
ますが、同社との間に特別の取引条件その他事業上の制約は
存在しておりません。平成28年３月期における当社の連結総
売上高に占める同社に対する売上高の割合は５％であります。

７

ふ く だ し ん や

福 田 眞 也

(昭和19年２月26日生)

新任

社外取締役候補者

独立役員

所有する当社の株式の数

0株

昭和41年９月 公認会計士川北博事務所入所
昭和46年１月 等松・青木監査法人（その後の監査法人トーマツ）入所

昭和46年３月 公認会計士開業登録

昭和62年５月 同監査法人代表社員

平成４年７月 日本公認会計士協会常務理事

平成19年７月 金融庁証券取引等監視委員会委員

平成25年12月 公認会計士福田眞也事務所開設（現）

［重要な兼職の状況］

　公認会計士

　木徳神糧株式会社監査役（社外監査役）

≪社外取締役候補者とした理由≫

公認会計士として企業会計に関する深い知識と豊富な経験を
有することから、その専門的見地と高い見識に基づき、独立
した立場から当社の業務執行を適切に監督いただくほか、経
営全般にわたり有益な指導・助言をいただけるものと判断し、
社外取締役として選任をお願いするものであります。
なお、同氏は、平成19年６月まで当社の会計監査人でありま
した監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）の代
表社員として平成14年３月期まで当社の会計監査に関与した
経歴を有しており、当社の経営に関する知見を有しておりま
す。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略 歴、 地 位、 担 当 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況

８

た む ら ま さ と

田 村 仁 人

(昭和21年８月３日生)

新任

社外取締役候補者

独立役員

所有する当社の株式の数

0株

昭和46年７月 建設省入省
平成３年６月 同省関東地方建設局用地部長

平成９年７月 国土庁長官官房審議官

平成10年７月 財駐車場整備推進機構常務理事

平成14年６月 西日本建設業保証㈱常務取締役

平成25年４月 社全国住宅産業協会専務理事

平成27年８月 日本道路興運㈱顧問（現）

≪社外取締役候補者とした理由≫

行政分野等において社会資本整備をはじめ多岐にわたる業務
に携わられた経歴を有することから、その豊富な経験と幅広
い知見に基づき、独立した立場から当社の業務執行を適切に
監督いただくほか、経営全般にわたり有益な指導・助言をい
ただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いする
ものであります。

(注) 1. 飯塚恒生氏は東急建設㈱の代表取締役社長を兼務しており、同社と当社との間には工事の
請負等の取引があります。また、同社は当社と同一の部類に属する事業を行っておりま
す。
なお、その他の取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 飯塚恒生、福田眞也、田村仁人の各氏は社外取締役候補者であります。
3. 飯塚恒生氏の当社社外取締役在任期間中、当社は、事業報告「1. (4) 対処すべき課題」

に記載のとおり、東日本高速道路㈱東北支社発注の東日本大震災に係る舗装災害復旧工事
の入札に関する独占禁止法違反行為について、公正取引委員会に対し、課徴金減免制度の
適用を申請いたしております。同氏は、当該申請前にはその事実を認識しておりませんで
したが、日頃から取締役会等において法令順守の徹底について適宜発言をいたしておりま
した。また、本件事実の認識後は、会社のとるべき方針や措置について助言を行うととも
に、違反行為の排除および再発防止に向けた取り組みにつきましても適時意見表明をいた
しております。

4. 当社は、飯塚恒生氏との間に会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結
しており、当該契約に基づく責任限度額は、法令が規定する額としております。また、福
田眞也、田村仁人の両氏の選任についてご承認をいただいた場合、両氏との間にも上記と
同じ内容の契約を締結する予定であります。

5. 当社は、福田眞也、田村仁人の両氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指
定し、同取引所に届け出る予定であります。
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　 第３号議案　監査役３名選任の件

　監査役 鈴木高志、金井健至、前野淳禎の各氏は、今回の定時株主総会終結

の時をもって任期満了となり、また、監査役 岩田哲夫氏は、今回の定時株主

総会終結の時をもって辞任されることになりました。つきましては、監査役３

名の選任をお願いいたしたいと存じます。

　なお、本議案が原案どおり承認可決されますと監査役は１名減少となります

が、監査役会は４名（うち社外監査役３名）で構成され、引き続き監査の実効

性は確保されるものと考えております。

　また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略 歴、 地 位 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況

１

す ず き た か し

鈴 木 高 志

(昭和25年９月４日生)

再任

社外監査役候補者

在任年数（本総会終結時)
2年

取締役会への出席状況
14回／14回（100.0％)

監査役会への出席状況
5回／ 5回（100.0％)

所有する当社の株式の数
300株

昭和49年４月 東急建設㈱入社

平成24年４月 同社営業総本部副総本部長

平成25年４月 同社土木本部付

平成26年６月 当社常勤監査役（現）

≪社外監査役候補者とした理由≫

平成26年６月の就任以来、常勤監査役として当社の監査機能
を担っており、また、東急建設㈱において土木部門をはじめ
多岐にわたる業務に携わられた経歴を有することから、その
豊富な知識、経験に基づき、今後とも社外監査役としての職
務を適切に遂行いただけるものと判断し、引き続き選任をお
願いするものであります。
なお、東急建設㈱と当社の間には工事の請負等の取引があり
ますが、同社との間に特別の取引条件その他事業上の制約は
存在しておりません。平成28年３月期における当社の連結総
売上高に占める同社に対する売上高の割合は５％であります。

２

ま え の あ つ よ し

前 野 淳 禎

(昭和31年７月９日生)

再任

社外監査役候補者

在任年数（本総会終結時)
4年

取締役会への出席状況
14回／14回（100.0％)

監査役会への出席状況
5回／ 5回（100.0％)

所有する当社の株式の数
0株

昭和55年４月 東急建設㈱入社
平成21年１月 同社監査役事務局長

平成24年６月 同社常勤監査役（現）

平成24年６月 当社監査役（現）

［重要な兼職の状況］

東急建設株式会社常勤監査役

≪社外監査役候補者とした理由≫

東急建設㈱において常勤監査役に就任されており、また同社
において監査役補佐をはじめ多岐にわたる業務に携わられた
経歴を有することから、その豊富な知識、経験に基づき、今
後とも社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるもの
と判断し、引き続き選任をお願いするものであります。
なお、東急建設㈱と当社の間には工事の請負等の取引があり
ますが、同社との間に特別の取引条件その他事業上の制約は
存在しておりません。平成28年３月期における当社の連結総
売上高に占める同社に対する売上高の割合は５％であります。
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候補者
番 号

氏 名
(生 年 月 日)

略 歴、 地 位 お よ び
重 要 な 兼 職 の 状 況

３

お さ だ た だ ち よ

長 田 忠 千 代

(昭和31年10月26日生)

新任

社外監査役候補者

独立役員

所有する当社の株式の数

0株

昭和55年４月 ㈱三菱銀行入行
平成22年５月 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行常務執行役員

平成24年６月 同行常務取締役

平成24年６月 ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ常務執行役員

平成26年５月 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行専務取締役

平成27年６月 東京急行電鉄㈱常勤監査役（現）

［重要な兼職の状況］

東京急行電鉄株式会社常勤監査役（社外監査役）

≪社外監査役候補者とした理由≫

東京急行電鉄㈱の常勤監査役に就任されており、また金融機
関において培われた豊富な経験と幅広い知見を有することか
ら、その知識、見識に基づき、社外監査役としての職務を適
切に遂行いただけるものと判断し、選任をお願いするもので
あります。
なお、東京急行電鉄㈱と当社の間には工事の請負等の取引が
ありますが、同社との間に特別の取引条件その他事業上の制
約は存在しておりません。平成28年３月期における当社の連
結総売上高に占める同社に対する売上高の割合は１％であり
ます。

(注) 1. 監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 鈴木高志、前野淳禎、長田忠千代の各氏は社外監査役候補者であります。
3. 鈴木高志、前野淳禎の両氏の当社社外監査役在任期間中、当社は、事業報告「1. (4) 対

処すべき課題」に記載のとおり、東日本高速道路㈱東北支社発注の東日本大震災に係る舗
装災害復旧工事の入札に関する独占禁止法違反行為について、公正取引委員会に対し、課
徴金減免制度の適用を申請いたしております。両氏は、当該申請前にはその事実を認識し
ておりませんでしたが、日頃から取締役会等において法令順守の徹底について適宜発言を
いたしておりました。また、本件事実の認識後は、会社のとるべき方針や措置について助
言を行うとともに、違反行為の排除および再発防止に向けた取り組みにつきましても適時
意見表明をいたしております。

4. 当社は、鈴木高志、前野淳禎の両氏との間に会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定
する契約を締結しており、当該契約に基づく責任限度額は、法令が規定する額としており
ます。また、長田忠千代氏の選任についてご承認をいただいた場合、同氏との間にも上記
と同じ内容の契約を締結する予定であります。

5. 当社は、長田忠千代氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引
所に届け出る予定であります。

以 上
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■株主総会会場ご案内図

　
メルパルク東京 ５階 ＺＵＩＵＮ（瑞雲）

　

会場のフロアが前回と異なりますので、お間違えのないようご注意下さい。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

　

東京都港区芝公園二丁目５番20号
　

交通のご案内
●JR・モノレール 浜松町駅（北口）から徒歩約８分
●都営地下鉄三田線 芝公園駅（A３出口）から徒歩約２分
●都営地下鉄浅草線・大江戸線 大門駅（A３出口）から徒歩約４分

　

お願い：お車でのご来場はご遠慮下さいますようお願い申し上げます。
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